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令 和 ７ 年 度 

鳥 取 県 西 部 広 域 行 政 管 理 組 合 

会 計 年 度 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 

採 用 試 験 受 験 案 内 

（令和８年４月１日採用予定） 

【 事 務 員 】 
 

令 和 ８ 年 １ 月 １ ３ 日 

鳥取県西部広域行政管理組合 

 

 

【募集内容】 

募集職種 採用予定人員 職 務 内 容 

事務員 １人 

鳥取県西部広域行政管理組合事務局総務課に勤務し、

介護認定及び障害支援区分認定審査判定業務等に従事し

ます。（勤務場所：米子市淀江町西原 1129番地 1） 

 

【受付期間】 

令和８年１月１３日(火)～令和８年２月９日(月) 

・受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分（土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

・申込方法：持参又は郵送 

（郵送による申込みの場合は、令和８年２月９日（月）必着） 

 

【試験日・試験場所】 

試  験  日 試 験 場 所 

令和８年２月２１日（土） 

（開始時間）午前９時 

鳥取県西部広域行政管理組合消防局 
（米子市両三柳５４５２番地） 

・ 試験の開始時間や会場などは予定ですので、変更する場合があります。 

・ くわしくは、応募者に別途お知らせします。 

 

 

予算編成や予算の議決の状況等によっては、採用にならない場合があります。 
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１ 採用職種・採用予定人数・職務内容 

募集職種 採用予定人員 職 務 内 容 

事務員 １人 

介護認定及び障害支援区分認定審査判定業務等 
（勤務場所：米子市淀江町西原 1129番地 1） 

 

（業務内容） 

介護認定及び障害支援区分認定に係る審査資料の確認及

び審査会に関する業務に従事します。 

 

２ 受験資格 

○ 年齢は問いません。 

○ パソコンの基本操作（文章作成や表計算ソフトへの入力等）ができる方。 

○ 普通自動車免許（ＡＴ車限定可）を所有していること。 

 

上記のほかに、次に掲げる地方公務員法第 16 条に定める項目に該当する人は、受験で

きません。 

・ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者 

・ 鳥取県西部広域行政管理組合職員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２ 

年を経過しない者 

・ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第 60条から第 63条ま

でに規定する罪を犯し、刑に処せられた者 

・ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の

団体を結成し、又はこれに加入した者 

 

３ 試験の方法 

区   分 試 験 の 内 容 

教養試験  一般教養試験 （解答時間 40分程度） 

面接試験  人柄などについての面接 

※ 教養試験及び面接試験の得点を合計した得点の高い順に決定します。 

なお、各試験には一定の基準があり、この基準に満たない場合は、合計得点に関わらず不合 

格とします。 
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４ 受付期間及び申込手続 

受 付 期 間 

令和８年１月１３日(火)から令和８年２月９日(月)まで 

・受付時間：午前８時３０分～午後５時１５分 

(土曜日、日曜日及び祝日を除く。） 

申 込 手 続 

・(1)又は(2)いずれかの方法で申込みを行ってください。 

（1）持参：上記受付期間内に、鳥取県西部広域行政管理組合 

事務局総務課へ持参のうえ提出 

（2）郵送：上記受付期間内に、鳥取県西部広域行政管理組合 

事務局総務課へ郵送 

・封筒の表に赤字で「採用試験 受験申込」と書いてください。 

(郵送による申込みの場合は、令和８年２月９日(月)必着） 

提 出 書 類 

・次の(1)～(2)の書類を提出してください。 

（1） 受験申込書 及び 面接カード（受験申込書の裏面）  １通  

（2） 返信用封筒 １通 

※ 受験申込書の職歴欄等に書ききれない事項がある場合は、「受

験申込書（職歴等記入書）」に記入し、合わせて提出してくださ

い。受験申込書には写真を貼付してください。 

※ 受験通知を郵送いたしますので、返信用封筒（長形３号 120

×235 ミリ）に、受取人の住所、氏名及び郵便番号を記入し、

１１０円切手を貼ったものを１通提出してください。 

※ 各様式は組合ホームページよりダウンロードできます。 

申 込 先 

 鳥取県西部広域行政管理組合 事務局総務課 

〒689-3403米子市淀江町西原１１２９番地１ 

（米子市淀江支所１階） 

TEL ０８５９－２２－７７２２ 

※ 受理した提出書類は、返却しません。 

※ 受験を申し込まれた方には、受験通知を郵送しますが、２月１６日（月）までに到着し

ないときは、上記申込先にお問い合わせください。 

 

５ 試験結果の発表 

発表の時期 発 表 の 方 法 

２ 月 下 旬 受験者に郵送により、お知らせします。 
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６ 勤務条件 

身 分 会計年度任用短時間勤務職員 

任 期 

令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

・採用の日から１か月は条件付採用となります。 

・任期満了後、再度の任用を行う場合があります。 

報 酬 等 

（報酬） 

月額 １５１，５８７円（高卒以下） 

月額 １６０，０２５円（短大卒） 

月額 １６９，８５８円（大卒） 

このほかに通勤手当相当の額、期末手当及び勤勉手当がそれぞれの条

件により支給されます。 

勤 務 

時 間 

１週間当たり３０時間で割り振られます。 

・１日の勤務時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までの間

で６時間が割り振られます。（休憩６０分） 

休 日 

休 暇 

（休日） 

・土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3） 

（休暇） 

・年次有給休暇、その他特別休暇等 

社会保険等 
健康保険（鳥取県市町村職員共済組合）、厚生年金保険及び雇用保険

の適用があります。 

そ の 他 

再度の任用について 

・再度の任用を行う場合は、年度ごとに、勤務実績、健康状態等を考

慮の上、決定します。（職の改廃がある場合は除く。） 

・再度の任用時は、前年度までの会計年度任用短時間勤務職員の経験

年数を加算して、管理者が定める上限の範囲内で再度報酬月額を決

定します。 

 
※ なお、採用時までに給与改定、制度改正があった場合は、それによります。 

 


